
様式９（添付１－３） 

 

令和４年度 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 
（Ⅰ 帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業） 

事業内容報告書の概要 
地方公共団体名【    松江市     】  

 

令和４年度に実施した取組の内容及び成果と課題 

１．事業の実施体制（運営協議会・連絡協議会の構成員等） 

（１）事業の実施の主体 ： 松江市教育委員会学校教育課 

（２）連絡協議会の構成 ： 松江市教育委員会学校教育課長、指導研修係長、指導主事、日本語指

導員、日本語指導協力員 

（３）「追加派遣等」検討会議 ： 〔学 校〕管理職、校内担当者、担任 等 

〔教育委員会〕指導主事、日本語指導員 

                       〔協力員等〕該当校に派遣した日本語指導協力員 

 

２．具体の取組内容  ※取り組んだ実施事項（１）～（１３）について、それぞれ記入すること 

（１）運営協議会・連絡協議会の実施 

①連絡協議会：４回実施 

   ②「追加派遣等」検討会議協議会：令和4年12月までに初期指導対象児童生徒6名分実施 

 

（２）拠点校の設置等による指導体制の構築 

○「短期集中プログラム」の実施 

＊拠点校（小学校）において、リーダー的な協力員を配置し、上記のプログラムを実施し効果検証を行った。 

 

（３）「特別の教育課程」による日本語指導の実施 

   ①学校からの報告（申請）を受け、日本語指導協力員を派遣、日本語能力判定チェックを実施 

   ②①の結果を参考に、学校が「特別の教育課程」による日本語指導の実施を決定 

   ③実施の計画書・報告書の提出（学校→教育委員会） 

   ＊内容については必要に応じて開始前、実施途中に協議、変更を行った。 

 

（４）成果の普及 

◎松江市立学校に帰国・外国人児童生徒を受け入れる場合の諸手続きや、学校で日本語指導を

行う場合の留意点についてまとめた冊子「松江市版 帰国・外国人児童生徒の学校受け入れの

手引き」を市立学校に配布および内容について松江市ホームページに掲載。 

 
（５）学力保障・進路指導 

   ①初期指導を終了した児童生徒を対象として指導員を派遣し、「日本語と教科の統合学習」および「教科の補

充」等を学校と協力しながら実施した。 

   ②中学校の生徒を対象として、定期テスト前にテスト対策として補充学習指導を適宜行った。 

   ③進路相談（高校進学に係る情報提供、進学先についての協議）を実施した。＊対象校生徒：3名 

 

（６）小学校入学前の幼児や保護者を対象としたプレスクール 

   ※R4年度に向けてR3年度末（R3年度の報告書の提出後）に実施した内容を記載 

①参加者：令和４年４月入学予定の外国人児童生徒等（２名）とその保護者 

   ②指導者：指導主事２名、専任スタッフ１名、日本語指導協力員４名、該当校関係者 

   ③内 容：「日本の学校生活について説明」「日本語能力判定チェック」「質疑応答」 

   ＊R5年度に向けて、R4年度末（本宝庫k所提出後）に同様のプレスクールを実施する予定あり。 

（７）ICTを活用した教育・支援 



   ①指導員用にタブレット端末を1台購入（教育委員会保管）し、日本語指導時に活用した。 

   ②日本語指導を進める上で活用できそうなアプリやサイト等について、連絡協議会の場で研修担当の

協力員が全体へ情報提供を行った。 

 

（９）日本語能力測定方法等を活用した実践・検証 

   ◎主に新規で日本語指導の申請があった児童生徒を対象にして、日本語能力測定方法（外国人児童生徒の

ための JSL 対話型アセスメント DLA）をもとに判定を行い、判定結果をもとに協力員派遣回数を決定し日本

語指導を実施した。 

 

（１０）日本語指導ができる、又は児童生徒等の母語が分かる支援員の派遣 

   ①指導員（1名）：主に日本語と教科の統合学習指導を担う。 

②協力員（12名）：主に日本語の初期段階の指導を担う。 

③支援員（1名）：該当児童生徒の母国語による通訳を通しての入り込み支援［対応言語：中国語］ 

④その他：「日本語指導が必要な児童生徒教育研修」（島根県教育委員会主催）に、学校（校内担当者）、教育

委員会（指導主事、指導員）、協力員が参加し、日本語指導の在り方について理解を深め、その後の連絡協

議会で情報共有を行った。 

 

３．成果と課題  ※取り組んだ実施事項（１）～（１３）について、それぞれ記入すること 

＜ ○：成果／●：課題 ＞ 

（１）運営協議会・連絡協議会の実施 

○年間4回にわたり連絡協議会を実施したことにより、本市の初期日本語指導について取り組むべき内容を共

通理解することができた。 

○検討会議の場を設け、教育委員会がつなぎ役として「学校」と「協力員等」による情報提供を組織的に行った

ことで、該当児童生徒の「追加派遣の有無」や「今後の指導の方向性」について、三者が納得し共通理解し

た上で決定することができた。 

●個々の学校への対応はきめ細かに実施することができたが、学校関係者を集めて「校内担当教員の

役割」や「特別の教育課程の編成」、「日本語指導を実施するための学校での工夫」等について共通

理解を図る場（運営協議会）を実施することができず、資料（紙媒体、データ）での情報伝達に留まっ

ていた。 

（２）拠点校の設置等による指導体制の構築 

   ○【学校からの評価】（特別の教育課程で指導を受けた児童生徒在籍校の校内担当者の回答） 

→「本事業は有効であったか」：肯定的評価（とても有効であった・有効であった）９１％ 

   ●短期集中プログラムの実施や各校における日本語指導の状況については、教育委員会がつなぎ役

となって学校や協力員等へ周知することができたが、日本語指導の場面を複数の協力員等で見学す

るような授業研究会を実施することができなかった。 

 

（３）「特別の教育課程」による日本語指導の実施 

   ○児童生徒一人一人に応じたきめ細かな指導の実施が可能となった。 

○各校からの提出を受け、実態を把握し、必要に応じて連絡をとることができた。 

   ●学校からは協力員の派遣終了後も、該当児童生徒に対して引き続きの指導への要望が多い。 

●教科統合学習指導を担当する指導員の存在を学校があまり知らない。 

●初期指導を終了しその後数年間日本語指導を受けていない児童生徒の中に、学習に対して困り感をもって

いる児童生徒が複数いることが年度途中（年度の終わりが近づいてから）に分かった 

 

（４）成果の普及 

○本事業の内容について、広く発信することができた。 

●手引きをもとに学校の担当者が校内の日本語指導体制を整えることができた。 

 

（５）学力保障・進路指導 

○指導員の配置により、これまで初期指導の終了とともに日本語指導を終了していた児童生徒に対して、小

中高の継続性・連続性のある支援が可能となった。 

○「日常会話はできても、なかなか学力としてテスト等の点数に結びつかない。」といった課題に対して、少し



ずつではあるが成果につなげることができた。 

○学校が外国人生徒の高校進学や卒業後の進路について、情報提供を受けることができた。 

●初期指導を終了し日本語での日常会話が可能となった児童生徒を中心に、今後「指導員による支援」のニ

ーズが高まっていくことが予測されるが、１名の指導員派遣では対応できる人数に限りがある。 

●高校進学や卒業後の進路に悩む生徒が多くいることが分かった。 

 

（６）小学校入学前の幼児や保護者を対象としたプレスクール 

○日本語の能力判定を早期に実施できたため、新年度からの日本語指導を円滑に開始することができた。 

○個別相談を実施したことで児童と保護者の不安を軽減させ、学校生活の円滑な開始につながった。 

●学校が入学・編入学予定の外国人児童生徒等の存在を把握していても、日本語能力の実態まではほとんど

把握できていない。 

 

（７）ICTを活用した教育・支援 

   ○指導員による取り出し指導において調べ学習をする際に、タブレットを利用して該当児童生徒と共にウェブ

検索をしたり、事前に検索をしていたサイトを紹介したりするなどして活用した。 

○日本語指導を進める上で有益なアプリケーションやウェブサイトが多数あることについて、全体で情報共有

することができた。 

   ●指導員用のタブレットについては活用できたが、児童生徒用の一人一台端末を効果的に活用するこ

とができなかった。 

 

（９）日本語能力測定方法等を活用した実践・検証 

○該当児童生徒の日本語能力を把握することで、個々の実態に応じた指導計画のもと日本語指導を実施する

ことができた。 

○派遣回数を決定するうえで、日本語能力測定による結果を一つの基準として活用することができた。 

●教育委員会配置の指導員ではなく、市が委嘱している協力員による日本語能力測定の実施のため、学校

側との日程調整が難しい。 

 

（１０）日本語指導ができる、又は児童生徒等の母語が分かる支援員の派遣 

   ○これまでは協力員のみの派遣であったため日本語の初期指導段階の児童生徒への対応しかできなかった

が、指導員の配置により初期指導終了後の児童生徒への対応ができるようになった。また、支援員の派遣に

よって母国語による通訳支援といった新たな対応も可能となり、市全体として対応できる幅が広がった。 

   ●協力員として委嘱している「しまね子ども日本語教育協会“しまねっ子”」の会員の高齢化が進み、会員数が

減っている。（団体設立当初21名→現在12名） 

●学校からの派遣要望や必要性は年々高まっており、日本語指導ができる人材の確保が喫緊の課題。 

 

本事業で対応した幼児・児童

生徒数 

 

幼稚園等 小学校 中学校 
義務教育 

学校 
高等学校 

中等教育 

学校 

特別支援 

学校 

  0 人 

（  0園） 

  11 人 

（  8校） 

   6 人 

（  4校） 

   0 人 

（  0 校） 

   0 人 

（  0校） 
    人 

（   校） 

     人 

（   校） 

うち、特別の教育課程で指導

を受けた児童生徒数 
 

   10 人 

（  7 校） 
   4 人 

（  4校） 
   0 人 

（  0 校） 
   0 人 

（  0校） 
    人 

（   校） 
     人 

（   校） 

４．その他（今後の取組予定等） 

◎来年度は前年度の体制に加えて、新たに指導員（１名）を追加配置し、松江市の日本語指導とし

て「協力員（１０名程度）」「指導員（２名）」「支援員（１名）」の指導体制による効果検証を行う予定。 

※ 枠は適宜広げること。（複数ページになっても差し支えない） 成果物等があれば別途提出すること。 

※ 事業内容報告書の概要は、担当者・連絡先欄を除き、様式９（添付１）の５．成果イメージ資料のポンチ絵と

併せて、文部科学省ホームページで公開する。  


